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身体拘束廃止未実施減算の取り扱いについて

障がい児者に対する身体拘束の考え方

正当な理由や記録がなく身体拘束することは・・・
①身体的虐待、②運営基準違反に該当

Point！

身体拘束は、行ってはならない。

 （例外）やむを得ず身体拘束等を行う場合には、次の内容の

記録が必要

 ① 態様
 ② 時間
 ③ 利用児者の心身の状況
 ④ 緊急やむを得ない理由（切迫性・非代替性・一時性）
 ⑤ その他必要な事項



身体拘束廃止未実施減算の取り扱いについて

身体拘束等の廃止の取組みが義務化

上記の対応が適切に行われていないと・・・運営基準違反に該当Point！

〇 令和４年４月１日より、身体拘束に係る記録の整備に加え、委員会の開催、適

正化のための指針の整備、研修の実施が義務化

〇対象となる障害福祉サービスの拡充

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、

重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活

訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型（基準該当就労継

続支援Ｂ型を含む。）、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放

課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援



身体拘束廃止未実施減算の取り扱いについて

緊急やむを得ない場合とは・・・

・切迫性…利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、 

権利が危険にさらされる可能性が著しく高い。

・非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代

替する方法がない。

・一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的である

こと。

やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件



身体拘束廃止未実施減算の取り扱いについて

１ 個別支援計画の原案作成

【記載すべき項目】

〇態様

〇時間

〇緊急やむを得ない理由（切迫性・非代替性・一時性）

やむを得ず身体拘束等を行う際の手順

※非代替性について、代替方法を常に模索し続けること
※原案作成はサービス管理責任者、サービス提供責任者又は児童

発達支援管理責任者 （以下、「サービス管理責任者等」と
いう）

Point！



身体拘束廃止未実施減算の取り扱いについて

２ 個別支援計画作成に基づく会議

【主な出席者】

〇管理者

〇サービス管理責任者等

〇運営規程に基づいて選定されている虐待の防止に関する責

任者等

〇サービス等の提供に当たる担当者等

やむを得ず身体拘束等を行う際の手順

※組織として慎重に検討・決定すること
 ※サービス管理責任者等は、利用者に対するサービス等の提供に当
たる担当者等を招集して会議を開催し、計画の原案の内容につい
て意見を求めること

Point！



身体拘束廃止未実施減算の取り扱いについて

３ 個別支援計画について本人・家族への説明

利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ること

やむを得ず身体拘束等を行う際の手順

利用者本人や家族に説明し了解を得た後で、個別支援
計画を交付すること

Point！



身体拘束廃止未実施減算の取り扱いについて

４ 身体拘束に関して関係者間で共有

〇やむを得ず身体拘束を行う際は、手順と方法を予め定

めておくこと

やむを得ず身体拘束等を行う際の手順

やむを得ず身体拘束を行う場合は、
①個別支援計画に記載した身体拘束に当てはまるのか
②どのような状態になれば解除となるのか適宜確認でき
るようにしておき、職員間で共有すること

Point！



身体拘束廃止未実施減算の取り扱いについて

５ やむを得ず身体拘束を行う際の記録事項

〇身体拘束の態様

〇拘束開始時間及び解除時間

〇利用者の心身の状況 等

やむを得ず身体拘束等を行う際の手順

行動障害等に起因する、夜間等他利用者への居室への
侵入を防止するために行う当該利用者居室の施錠や自傷
行為による怪我の予防等の身体拘束については、頻繁に
状態、様態の確認を行うこと

Point！



身体拘束廃止未実施減算の取り扱いについて

６ 個別支援計画に係るモニタリング

〇廃止に向けた取り組みを行った結果について記載

〇問題検討もなく「漫然」と拘束している場合は、直ちに拘束を

解除

〇やむを得ず、身体拘束を継続する場合であってもモニタリングの

都度、３要件が当てはまるか確認

やむを得ず身体拘束等を行う際の手順

・支援方法の改善、環境整備等の工夫に加え、外部研修会

に参加する等して、常に代替的な方法を考え、どうすれば
拘束を解除できるのか組織として検討すること

Point！



身体拘束に関するよくある問合せ

事例１ 自宅でつなぎ服を着用している利用者について、通所事業所等の利用中のつなぎ着用

の要望がある。また、ストマ抜去のおそれがあり、医師の意見書もある。個別支援計画にこの旨を

記載し、同意をとれば身体拘束に該当しないか。

〇 つなぎ服は基本的には身体拘束にあたります。
〇 家庭でご家族が行っていたとしても、事業所がご家族の要望のままつなぎ
服を着用してもらうことは虐待に該当します。
〇 医師の意見書があっても、それをもって身体拘束に該当しないということに
はなりません。事業所として身体拘束廃止に向けた視座を持ち、医師の意
見書も参考に、３要件について充分な検討が必要です。



身体拘束に関するよくある問合せ

事例２ 送迎バスで使用するチャイルドシート、ジュニアシート（座席ベルトに代わるもの）は身体

拘束に該当するか。

〇 道路交通法第71条の３により運転者の遵守事項として定められている方
法により行っている補助装置の使用は身体拘束には該当しないものと考えます。



身体拘束に関するよくある問合せ

事例３ 座位保持装置に付属するベルトやテーブルについて、変形や拘縮を防止し、体幹を安

定させることが目的で使用するため、医師の意見書があれば身体拘束に該当しないと考えてよい

か。

〇 医師の意見書があるということだけをもって、身体拘束ではないとは言えま
せん。
〇 変形や拘縮を防止し、体感を安定させることが目的であったとしても、ベル
トやテーブルをしたまま利用者を漫然と長時間放置するような行為については、
虐待に該当する場合もあります。
〇 医師や理学療法士等の専門職の意見を踏まえ、座位保持装置等を使
用する場面や目的、理由を明確にした上で個別支援計画への記載が必要
です。



身体拘束に関するよくある問合せ

事例４ ３要件について充分検討した上で、個別支援計画に記載しているが、座位保持装置

に付属するベルトのように、結果的に拘束時間の長いもの、回数が多いものについて、逐次の記

録が必要なのか。

〇 基本的な記録の考え方は先にお伝えした通りですが、医師の意見書・診
断書等を踏まえ、目的に応じて取扱われており、個別支援計画等への記
載があれば、必ずしも逐次のケア記録等への記載が求められているわけでは
ありません。
〇 記録をつける趣旨は、身体拘束の廃止に向けた取組を行うためです。
廃止に向けた検証ができるような記録用紙の整理、記録の記載をお願いし
ます。



①身体拘束廃止未実施減算（令和６年３月31日まで）

次の（一）から（四）に掲げる場合のいずれかに該当する事実が生じた場合は減算

（一）身体拘束等に係る記録がない

（二）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を１年に１回以上

開催していない

（三）身体拘束等の適正化のための指針を整備していない

（四）身体拘束等の適正化のための研修を年１回以上実施していない

〇 減算の内容

事実発生月の翌月から改善が認められた月までの間について

全利用者５単位／日 減算



身体拘束廃止未実施減算（令和６年報酬改定における見直し）
〇施設・居住系サービスについて、身体拘束等の適正化の徹底を図る観点から、減
算額を引き上げる。また、訪問・通所系サービスについて、減算額を見直す。

（改定前）基準を満たしていない場合に、１日につき５単位を所定単位から

減算する

（改定後）【施設・居住系サービス】
基準を満たしていない場合に、所定単位数の10％を
減算する

【訪問・通所系サービス】

基準を満たしていない場合に、所定単位数の１％を

減算する



身体拘束廃止未実施減算（令和６年報酬改定における見直し）

〇運営基準で求められる身体拘束の配置・適正化のための取組が適切に行わ

れていない（以下に該当する場合）に基本報酬を減算

①身体拘束等を行う場合であって、その態様及び時間、その際
の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他の
事項を記録していない場合

②身体拘束適正化委員会を定期的に（１年に１回以上）開催し
ていない場合

③身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合
④身体拘束等の適正化のための研修会を定期的に（１年に１回

以上）実施していない場合



身体拘束廃止未実施減算（令和６年報酬改定における見直し）

〇基準が満たされていない状況が確認された場合には、県に対

して、速やかに改善計画を提出し、３か月後に改善計画に基

づく改善状況の報告を行う

〇複数の減算自由に該当する場合であっても、減算率は10％又

は１％。事実が生じた日の翌月から改善が認められた月まで

の間について減算

※「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が

確認されたことを指すものである



身体拘束廃止未実施減算の取り扱いについて

身体拘束の廃止と支援の質の向上に向けた取組

 詳しくは…

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（令和６年7月）」

「障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集」

をご確認ください。

【掲載場所】
（資料名）

障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き
（施設・事業所従事者向けマニュアル）

（資料名）
障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集

（URL）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/g
yakutaiboushi/tsuuchi.html
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